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学校における携帯電話の取り扱いについて 

 

 本校では、学校における携帯電話の取り扱いについて、今までと同様に、携帯電話は教育活動

に直接必要ではないものとして、持ち込みは原則禁止といたします。学校には、公衆電話が設置

してありますのでそちらの利用が可能です。 

 昨今、我々が想像する以上に携帯電話による事件やトラブルに子供たちが巻き込まれていると

いう現状があります。緊急の連絡をとるという目的を逸脱し、遊びの道具となってしまっている

こともあります。安易に携帯電話を持たせることのないよう保護者の皆様の御理解と御協力をお

願いいたします。 

 なお、児童の安全確保のため等、やむを得ない事情がある場合は、「携帯電話許可申請書」に

理由を記入の上、提出をお願いします。ただし、申請した場合でも、学校内での携帯電話の使用

はできません。また、学校での所持の仕方については、御家庭でも指導をお願いいたします。 

 

き り と り 

 

携帯電話許可申請書 

 

携帯電話を学校へ持ち込む許可をお願いします。 

期間  令和  年  月  日   ～ 令和  年  月  日 

 

「携帯電話に関することについては、保護者が全責任をもちます。」 

 

  年  組 児童氏名                 

 

保護者氏名                          印  

 

理由 

 

 


